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午前１０時００分 開会

◎開会・開議宣告

○議長（小林 勲君） おはようございま

す。ただいまの出席議員は、１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、平成２３

年第２回美幌町議会臨時会を開会します。

これから、本日の会議を開きます。

─────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（小林 勲君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１８条の

規定により、５番佐々木里枝子さん、６番松

浦和浩さんを指名します。

─────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（小林 勲君） 日程第２ 会期の決

定についてを議題とします。

去る２月１５日、議会運営委員会を開きま

したので、副委員長から報告を求めます。

４番柏葉さん。

○４番（柏葉久子君）〔登壇〕 去る２月１

５日、平成２３年第２回美幌町議会臨時会に

関する議会運営委員会を開催いたしましたの

で、委員会当日、議事を進行した副委員長で

ある私から結果について報告いたします。

本臨時会に付議された案件は、条例の制定

２件、補正予算案１件、以上の３件でありま

す。

よって、会期は本日１日限りといたしたい

と存じます。

なお、議案第７号及び議案第８号は、関連

議案でありますことから、一括議題として扱

うこととし、提案理由の説明を受けた後、本

会議を休憩いたしまして、改めて議会運営委

員会を開いて議案の取り扱いを協議すること

といたしました。

なお、本会議再開のめどは、午後１時過ぎ

となる見通しですが、美幌町の自治に関する

基本理念と基本原則を定める重要議案である

ことから、その取り扱いには慎重を期すべき

と考えているので、議員各位、説明員には御

理解と御協力をお願い申し上げます。

以上で、議会運営委員会の報告といたしま

す。

○議長（小林 勲君） お諮りします。

ただいま議会運営委員会副委員長から報告

のあったとおり、本臨時会の会期を１日間と

したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小林 勲君） 異議なしと認めま

す。

したがって、会期は１日間と決定しまし

た。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（小林 勲君） 諸般の報告を行いま

す。

諸般の報告については、事務局長から報告

させます。

○事務局長（高坂登貴雄君） 諸般の報告を

申し上げます。

本日の会議につきましては、お手元に配付

しております議事日程のとおりであります。

朗読については、省略させていただきま

す。

次に、地方自治法第１２１条の規定に基づ

く出席説明員につきましても、印刷したもの

を配付しておりますので、御了承願います。

なお、山内教育委員会委員長、所用のた

め、本日欠席の旨、届け出がありました。

また、本臨時会中、町広報及び議会広報用

のため、写真撮影を行いますので、御了承願

います。

なお、報道機関の写真撮影を許可しており

ますので、あわせて御承知おき願います。

以上で、諸般の報告を終わります。

─────────────────────

◎提出案件の概要説明

○議長（小林 勲君） 町長から、本臨時会

に提出しております案件について、概要説明

をしたいとの申し出がありますので、発言を

許します。
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町長。

○町長（土谷耕治君）〔登壇〕 本日、ここ

に、平成２３年第２回美幌町議会臨時会が開

催されるに当たり、御出席を賜りました議員

各位に対しまして心から感謝いたしますとと

もに、提出案件の概要について御説明を申し

上げます。

条例の制定について、議案第７号「美幌町

自治基本条例の制定について」は、美幌町の

自治に関する基本理念と基本原則を定め、町

民の権利及び役割並びに議会及び行政の責務

を明らかにするとともに、議会、行政及び地

域社会の自治の推進に関する基本的な事項並

びに制度を定めることによって、町民主体の

自治を実現しようとするものであります。

議案第８号「美幌町自治推進委員会条例の

制定について」は、美幌町自治基本条例を守

り、育て、実効性を高めるため設置する、美

幌町自治推進委員会の組織及び運営に関し、

必要な事項を定めようとするものでありま

す。

一般会計補正予算について、主な内容とし

ましては、地域活性化交付金（きめ細かな交

付金）及び除雪対策費の補正を行おうとする

ものであります。

なお、細部につきましては、後ほどそれぞ

れ御説明を申し上げますので、御審議の上、

原案に御協賛を賜りますようお願い申し上

げ、提出案件の概要説明といたします。

─────────────────────

◎日程第３ 議案第７号

◎日程第４ 議案第８号

○議長（小林 勲君） 日程第３ 議案第７

号美幌町自治基本条例の制定について、日程

第４ 議案第８号美幌町自治推進委員会条例

の制定について、以上、２件は関連する議案

ですので、一括議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

町長。

○町長（土谷耕治君） 議案第７号、８号に

ついて、提案の詳細説明の前に私から説明を

申し上げます。

申すまでもなく、自治基本条例は町の憲法

とも言われ、美幌町の自治を担う町民の権利

及び役割、議会及び行政、町長の責務を明確

にし、情報の共有や参加のルールを定めるこ

とで、町民の声をより一層町政に反映すると

ともに、町民主体の自治を推進するための基

本的な制度を整備しようとするものでありま

す。

条例の内容を検討するに当たりましては、

平成１９年１２月に公募による町民委員６名

の方、団体から推薦された町民委員７名の

方、議会から選任された議会委員５名の方、

役場職員から公募した行政委員６名、そして

町長を委員長とした２５名の委員による、み

んなでつくる自治基本条例町民会議を設置

し、これまで３７回の会議の開催と、２６回

の起草部会での議論を重ねてまいりました。

３年２カ月にわたる検討の進捗状況にあわ

せ、町民の皆さん、議会の皆さん、職員を対

象とした中間報告を７回、素案に対するパブ

リックコメントの実施を３０日間にわたり実

施するとともに、議会独自の勉強会の開催な

どにより、広く御意見をいただくことを重

ね、今回の提案に至りました。

当初、目的とした美幌らしく、美幌独自の

町民の皆さんにわかりやすく、使い勝手のよ

いものとしてまとめられたと思います。

議会委員の皆さんの参画により、町民の皆

さんと一緒につくり上げる自治基本条例は全

国的にも例が少ないとお聞きしております。

改めて、議員各位並びに町民委員の皆さ

ん、そして多くの町民の皆さんに感謝を申し

上げたいと、そのように思います。

この後、詳細を総務部長より説明をいたし

ますので、よろしくお願いをいたしたいと思

います。

○議長（小林 勲君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） それでは、議案

の２ページをお開きいただきたいと思いま

す。

議案第７号美幌町自治基本条例の制定につ

いて、御説明申し上げます。
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美幌町自治基本条例を次のように制定しよ

うとするということで、記以下につきまして

は、参考資料で御説明申し上げますので、参

考資料の１ページをお開きいただきたいと思

います。

まず、制定の目的でございますが、美幌町

の自治に関する基本理念と基本原則を定め、

町民の権利及び役割並びに議会及び行政の責

任を明らかにするとともに、議会、行政及び

地域社会の自治の推進に関する基本的な事項

並びに制度を定めることによって、町民主体

の自治を実現することを目的に条例を制定し

ようとするものでございます。

制定の内容でございますが、まず、前文で

ございます。美幌町が自然豊かなところであ

り、先人の英知と努力の積み重ねにより発展

してきたこと、そして先人が守ってきた自然

環境、築いてきた歴史や文化等を次の世代に

引き継ぐ責任があること、情報の共有と町民

参加を進めるとともに、町民主権による自治

を確立することを決意し、自治の最高規範と

なるこの条例を制定することなどを規定して

ございます。

次に、第１章の総則でございますが、第１

条から第４条で構成され、本条例を制定する

目的、用語の定義、基本理念、基本原則の４

項目を制定してございます。

第２章でございますが、情報共有について

の規定で、第５条から第１１条で構成され、

情報共有のための具体的な手法として、情報

のわかりやすい提供、そして情報公開、さら

には会議の原則公開等を規定してございま

す。

また、議会や行政の説明責任、個人情報の

保護を図ること、町民の意見等に対し誠実に

対処することなどを規定してございます。

第３章につきましては、参考資料２ページ

にまたがりますが、第１２条から第１６条で

構成され、町民参加を規定してございます。

町民の町政への参加と、行政が町民参加を求

める事項、パブリックコメントなどの参加の

方法、町民から提出された意見等の取り扱

い、行政の審議会の委員の選任に当たっての

配慮事項などを規定してございます。

第４章は、住民投票に関する規定で、第１

７条で住民投票を実施できること、その結果

を尊重することの規定を、第１８条では、住

民投票の請求権者及び投票権者などを規定し

てございます。

第５章は、第１９条から第２１条までで、

町民の権利、町民の役割、事業者の役割につ

いて規定してございます。

第６章は、第２２条から第２６条までで、

町民、議会、行政による協働の推進、コミュ

ニティーの定義や役割と、町民や行政のコ

ミュニティーとのかかわりなどについて規定

してございます。

第７章では、第２７条から第３１条まで

で、議会及び議員の責務を初め、町民との情

報共有と町民参加を図るための方法、自由討

議など、議会運営にかかる基本的事項につい

て規定してございます。

第８章は、第３２条から次の３ページにな

りますが、第３５条までで、行政の責務、町

長の責務と就任時の宣誓、職員の責務につい

て規定してございます。

第９章は、第３６条から第４３条までで、

行政運営として、総合計画、財政運営、行政

評価、行政改革、行政手続、政策法務、危機

管理、公益通報の８項目について規定してご

ざいます。

第１０章でございますが、第４４条から第

４７条までで、町民、議会、行政が観光、環

境などさまざまな分野において、町外の人た

ちとの連携、協力を図ること、また、自治体

としての美幌町が課題解決を図るため、他市

町村や国、道との連携、協力することなどを

規定してございます。

第１１章は、まず第４８条でございます

が、この自治基本条例は守り育てる条例とも

言われておりますので、４年を超えない期間

ごとに社会経済情勢に適合しているかなどを

検討し、条例等を見直すことが適当であると

判断したときは、必要な措置を講じるという
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ことを規定してございます。

また、第４９条では、この条例の運用状況

や条例の見直し、さらには美幌町の自治の推

進に関する事項等を審議する付属機関として

美幌町自治推進委員会を設置することを規定

してございます。

第１２章は、第５０条で、この条例が美幌

町の自治の基本を定める最高規範であること

の規定でございます。

施行日につきましては、平成２３年４月１

日からでございます。

続きまして、議案の１５ページになりま

す。

議案第８号美幌町自治推進委員会条例の制

定について御説明申し上げます。

美幌町自治推進委員会条例を、次のように

制定しようとするということで、記以下につ

きましては、参考資料の４ページをごらんい

ただきたいと思います。

まず、制定目的でございますが、美幌町自

治基本条例第４９条第６項の規定に基づき、

美幌町自治推進委員会の組織及び運営に関

し、必要な事項を定めようとするものでござ

います。

これは、議案第７号の美幌町自治基本条例

のところでも御説明申し上げましたが、自治

基本条例の運用状況や条例の見直し、さらに

は美幌町の自治の推進に関する事項等を審議

する付属機関として、美幌町自治推進委員会

を設置することが規定されていることから、

この委員会の設置条例を制定するものであり

ます。

制定内容でございますが、第１条は、この

推進委員会設置条例の趣旨の規定でございま

す。

第２条は、まず第１項で委員の委嘱につい

て、自治について識見を有する者、町内に住

所を有する者、町内で働き、また学ぶ者及び

事業活動、その他の活動を営む者のうち、公

募に応じた者、その他、町長が適当と認める

者のうちから委嘱することを規定してござい

ます。

また、第２項では、委員の欠員に対する残

任期間についての規定でございます。

第３条は、推進委員会の会長及び副会長の

設置等の規定でございます。

第４条につきましては、会議の招集及び会

議の開催要件等の規定を定めております。

第５条では、推進委員会の部会設置に関す

る規定を。

第６条では、推進委員会の庶務の所管部局

は総務部とする規定を。

第７条は、この条例に定めるもののほか、

推進委員会の組織及び運営に関する委任規定

でございます。

２の関連条例の改正としまして、この美幌

町自治推進委員会の委員にかかる報酬につい

て、日額５,６００円として、美幌町非常勤

職員の報酬及び費用弁償に関する条例に加え

るものでございます。

根拠法令につきましては、美幌町自治基本

条例でございます。

施行日につきましては、平成２３年４月１

日からでございます。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（小林 勲君） 暫時休憩をいたしま

す。

再開は、１３時１５分といたします。

午前１０時１９分 休憩

────────────────

午後 １時１５分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

お諮りします。

議案第７号美幌町自治基本条例の制定につ

いて及び議案第８号美幌町自治推進委員会条

例の制定については、１３人の委員をもって

構成する、美幌町自治基本条例等審査特別委

員会を設置して、これに付託の上、閉会中の

継続審査とすることにしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小林 勲君） 異議なしと認めま



－ 6 －

す。

したがって、議案第７号美幌町自治基本条

例の制定について及び議案第８号美幌町自治

推進委員会条例の制定については、１３人の

委員をもって構成する、美幌町自治基本条例

等審査特別委員会を設置して、これに付託の

上、閉会中の継続審査とすることに決定しま

した。

お諮りします。

ただいま設置されました、美幌町自治基本

条例等審査特別委員会の委員については、美

幌町議会委員会条例第７条第１項の規定によ

り、１番岡本美代子さん、２番横関望吉応さ

ん、３番平野茂夫さん、４番柏葉久子さん、

５番佐々木里枝子さん、６番松浦和浩さん、

７番大江道男さん、８番坂田美栄子さん、９

番吉住博幸さん、１０番杉原重美さん、１１

番大原昇さん、１２番古舘繁夫さん、１３番

橋本博之さん、以上、１３人を指名したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小林 勲君） 異議なしと認めま

す。

したがって、ただいま指名しました１３人

の方を、美幌町自治基本条例等審査特別委員

会委員に選任することに決定しました。

暫時休憩します。

休憩中に、第１、第２議員控室において特

別委員会を開催し、正副委員長の互選をして

ください。

午後 １時１８分 休憩

────────────────

午後 ２時００分 再開

○議長（小林 勲君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。

─────────────────────

◎諸般の報告

○議長（小林 勲君） 諸般の報告をいたし

ます。

休憩中に開催された、美幌町自治基本条例

等審査特別委員会において、委員長及び副委

員長の互選が行われ、その結果の報告が議長

の手元に参りましたので、報告します。

委員長に吉住博幸さん、副委員長に大江道

男さん、以上のとおり互選された旨の報告が

ありました。

─────────────────────

◎日程第５ 議案第９号

○議長（小林 勲君） 日程第５ 議案第９

号平成２２年度美幌町一般会計補正予算（第

８号）についてを議題とします。

直ちに提案理由の説明を求めます。

総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 議案第９号平成

２２年度美幌町一般会計補正予算（第８号）

について御説明申し上げます。

平成２２年度美幌町の一般会計補正予算

（第８号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ６,１０９万４,０００円を追加し、歳

入歳出それぞれ１１５億５６５万３,０００

円とする。

第２項につきましては、事項別明細書で御

説明申し上げます。

それでは、２７ページをお開きいただきた

いと思います。

今回の補正は主に、国の補正予算によりま

すきめ細かな交付金の補正でございまして、

本町に限度額として６,１０９万４,０００円

が枠配分されましたので、今回、補正をしよ

うとするものでございます。

まず、一番上の庁舎管理事業費の増、工事

請負費、庁舎玄関改修工事５４７万９,００

０円につきましては、役場庁舎の正面玄関の

改修で、冬期間の寒さ対策として玄関前に風

除室を設置し、障害者スロープを含め、ノン

スリップのゴムマットを設置するものでござ

います。

その下の財政調整等基金積立金の減、積立

金２,３８５万２,０００円の減額につきまし

ては、今回の補正にかかる財源を財政調整基

金及び公共施設等整備基金の積立金を減じま

して充当するものでございます。
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この結果、年度末におけます財政調整基金

の残高は５億９,４３２万２,０００円、公共

施設整備基金の残高は３億７,３９１万７,０

００円となる見込みでございます。

次の、一般事務費の増、積立金５００万円

につきましては、平成２３年度に実施します

子宮頸がん等予防ワクチン接種事業等に充当

するために、福祉基金に積み立てするもので

ございます。

その下の施設運営事業費の増、修繕料、５

１８万円につきましては、これも同じくきめ

細かな交付金でございますが、老人憩の家の

老朽化に伴う給湯及び暖房用ボイラー並びに

ろ過器の更新を行うものでございます。

次の、商工振興推進事業費の増、補助金、

商店街イルミネーション受口改修事業補助

金、１８３万６,０００円につきましては、

これもきめ細かな交付金で仲町１丁目から北

１丁目までの各商店街の街路灯にイルミネー

ション受口を設置するもので、イルミネー

ション本体につきましては各商店街で設置

し、商店街の活性化を図るものでございま

す。

一番下の段でございますが、観光施設維持

管理事業費の増、工事請負費、交流促進セン

ター施設改修工事４,１４１万２,０００円の

増につきましては、これもきめ細かな交付金

によりまして、峠の湯のドーム浴室屋根を全

面改修するものでございます。

一番下のターミナル物産センター施設改修

工事３１１万９,０００円につきましては、

老朽化によりますターミナル物産センターの

北側の壁をサイディングに張りかえをするも

のでございます。

次に、２９ページをお開きいただきたいと

思います。

道路橋梁維持管理事業費の増、工事請負

費、道路排水施設整備工事３３９万９,００

０円の増につきましては、これも同じくきめ

細かな交付金によりまして、美富５６番地の

セブンイレブンの東側に当たります町道第８

０９号道路の排水処理で、Ｕ字管側溝及び雨

水管の布設がえと雨水ますの設置を行うもの

でございます。

その下の、道路雨水処理施設改修工事４３

４万７,０００円につきましても、きめ細か

な交付金によりまして、栄町の東陽保育園西

側から、国道３９号線に向かう町道、第２３

９号道路の雨水ますの取りかえ及び雨水ます

取りつけ管の布設並びに交差点のオーバー

レーを実施するものであります。

その下の、除雪対策事業費の増、人夫賃等

につきましては、今後の除雪に対応するた

め、除排雪等にかかる運転手及び作業員の時

間外として７４万５,０００円を補正するも

のでございます。

その下の自動車等借上料１,０８３万１,０

００円の増額につきましては、今後、４回の

除雪出動と２回の排雪、さらに雪捨て場の雪

押しにかかる重機の借り上げ料の補正でござ

います。

次の、住宅維持管理事業費の増、工事請負

費、南団地９号棟、１０号棟屋根改修工事２

１６万４,０００円につきましては、これも

きめ細かな交付金によりまして、南団地９号

棟及び１０号棟の通路の屋根が老朽化により

破損しているため、改修するものでございま

す。

一番下の屋内体育施設維持管理事業費の

増、修繕料１４３万４,０００円につきまし

ても、きめ細かな交付金でトレーニングセン

ターの大研修室の床のピータイルの張りか

え、それと壁の塗装、さらに２階の視聴覚室

のカーペット張りかえ、和室の壁のクロス張

りかえ、畳表がえ、ふすま張りかえ、さらに

２階の廊下、階段部分の壁のクロス張りかえ

を実施するものでございます。

それでは、２５ページにお戻りいただきた

いと思います。

歳入でございますが、これはすべてきめ細

かな交付金でございまして、社会福祉費補助

金につきましては、子宮頸がん等ワクチン及

び老人憩の家のボイラー更新等にかかる部分

でございます。
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道路橋梁費補助金につきましては、町道第

２３９号及び８０９号道路の排水処理にかか

る部分でございます。

住宅費補助金につきましては、南団地の９

号棟、１０号棟の通路の屋根の改修にかかる

部分です。

保健体育費補助金につきましては、トレー

ニングセンターの改修にかかる部分でござい

ます。

総務管理費補助金につきましては、役場庁

舎正面玄関の改修にかかるものです。

商工費補助金につきましては、商店街のイ

ルミネーション受口改修にかかる部分でござ

います。

以上、御説明申し上げましたので、よろし

くお願いいたします。

○議長（小林 勲君） これから、質疑を行

います。

１２番古舘さん。

○１２番（古舘繁夫君） 今、御説明いただ

きましたきめ細かな交付金で、いろいろと対

応していただけるということでありますが、

今、総務部長がお話しした部分で、例えば年

度内にやれる部分があるのか、工事として、

それからこういう時期だから、新年度になっ

てからどうしてもしなければ、また新年度で

なければ、暖かくならなければできないの

か、そういうのがあれば簡単で結構でござい

ますから、これはいつごろやると、これはい

つごろ考えているというふうなお話を聞かせ

ていただきたいと思います。

○議長（小林 勲君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） ただいま御説明

した中で、今年度中に実施するのはイルミ

ネーションの受口の取りつけ改修部分だけ

で、あと基金の積み立てもことし、今年度の

事業として実施しますが、それ以外につきま

しては繰り越して次年度以降、来年度の工事

ということになります。

○議長（小林 勲君） ほかに質疑ありませ

んか。

２番横関さん。

○２番（横関望吉応君） 私のほうから、簡

単に２点ほどお伺いをしたいと思います。

２７ページの一番最後の交流促進センター

の改修工事４,１００万円のことで２点ほど

お聞かせください。

工事期間は何日ぐらい予定をされるので

しょうか。それと、たしか昨年でしたけれど

も、１０月ごろだったと思いますけれどもビ

スか何かが落下をされて、その後、点検し

て、１カ所一番危なかったところを取りかえ

るというお話をお伺いしたところです。

それで、あのときは偶然、閉館時間帯であ

り、だれも入浴していないときにそういうこ

とがあったのではないかというお話だったの

で、本当にけがする人がだれもいなくてよ

かったなという思いでいっぱいでした。

それで、今後、この改修４,１００万円か

けると、屋根は、多分、高さはあのまま、約

８メートルか１０メートルあるのですけれど

も、あのままだと思うのですけれど、今後、

この改修すれば前回起きたようなビスの落ち

だとか、そういう意味で落下の可能性という

のはなくなるということでいいのかどうか、

その２点、お聞かせをください。

○議長（小林 勲君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 初めに、１点目

の工事期間でございますけれども、工期とし

て９０日考えております。

ですから、実際に４月に発注をいただい

て、何とか７月の中旬には完了をしたいとい

うふうに思っておりまして、峠の湯自体の休

館というか、休む期間としては何とか７０日

ぐらいで、足場なんかを組んだりしますの

で、考えております。

それから、昨年、緊急に臨時会でボルトが

落ちて、脱落して壁の一部が剥離をするとい

うことで、危険だと、皆様の御理解をいただ

いて、それの応急処置をするための修繕をさ

せていただきました。

その結果見て、やはり屋根全体の劣化が進

んでいると、それでその柱になる丸太トラス

というか、骨組みについては全く問題がない
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ので、今回はその丸太トラスという柱組み以

外の物を全部撤去して、新たに屋根をつくり

直すというような形をとりたいと思いますの

で、前のようにビスが落下するとか、そうい

うことについては今後は起きないというふう

に考えておりますので、よろしくお願いいた

したします。

○議長（小林 勲君） ２番横関さん。

○２番（横関望吉応君） それでは、今、落

下物の可能性はないよということを聞きまし

て、私も一つ安心をしたところであります。

私は、本音を言うと何かそういう可能性が

あるのであれば、屋根自体の高さのことをや

はり真剣に考えるべきだという思いで、次、

考えていたのですが、そういうことがないと

いうことであれば、私としても町民の方にも

安心いただけるのかなという思いでいます。

最初の工事期間なのですけれども、たしか

昨年のときはたしか一部やるのに１０日間ぐ

らいお休みをしたのかなという、もし違って

いれば後で正していただきたいと思いますけ

れども、今回はおおよそ９０日間、まして営

業の当初予算としては７０日間ぐらいですと

いうお話だったので、例えば、私が今、指定

管理者で受けている方、せっかく年間の予定

も多分されるのでしょうけれども、ではこの

期間、休ませたときには、私たちもこの指定

管理者受けるときにいろいろ議論があって、

大規模改修はやはり町の設置者である町でや

りましょうと、いろいろたくさん議論したこ

とを今、思い出しているところであります。

そういった意味でいけば、私がこの指定管

理者であれば、営業したくてもできないと、

この状態をどうしてくれるのだという意味で

は、設置管理者として、休業補償という言葉

がいいかどうかは別にしても、そういった思

いは今回、ちょっと前回と違って長いもので

すから、その辺はどういうお考えをされてい

るのかお聞かせをいただきたいと思います。

○議長（小林 勲君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 今、休みの期間

の考え方でございますけれども、指定管理を

受けていただいている方、今、議員おっしゃ

るとおり、先ほど言いましたように約７０日

間ということでありまして、本来の取り決め

の中では休業補償は行わないことにはなって

いるのですけれども、これはちょっと特殊な

事情なので、私ども所管の委員会にもちょっ

とお話をさせていただいていますけれども、

休業補償についても考える必要があるという

ふうに、担当では理解をしているというふう

に御説明をさせていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（小林 勲君） ２番横関さん。

○２番（横関望吉応君） 私は今の所管では

ないので、ちょっとその辺がわからなかった

ものですからお聞きをしたところです。

もし、わかれば、多分、新年度予算になる

のですけれども、今、もしわかるのであれば

例えば７０日間とすれば大体この程度の金額

を考えていますよというのがもしわかれば、

わからなれば別途また新年度予算でも結構な

のですけれども、もし概算でわかればお教え

願いたいと思います。

○議長（小林 勲君） 経済部長。

○経済部長（平野浩司君） 現在のところ、

皆様にお示しする金額等についてはまだ詰め

ておりません。

○議長（小林 勲君） ほかに質疑ありませ

んか。

９番吉住さん。

○９番（吉住博幸君） ２７ページ、財政調

整基金積立金の減の流れであります。

今回、もろもろの事業を行うのに取り崩す

のだろうなと、そういう中で今回いただける

きめ細かな交付金、６,１００万円を超える

金額ですか、の中の合わさった補正だなと受

けとめるところであります。

ただ、今回、高額な工事が含まれてありま

す。そういう観点で、この基金という取り崩

しについてお聞かせ願いたいのであります

が、金が足りないということでの取り崩しは

十分わかるのでありますが、自分のことを

言って申しわけないのですが、昨年、ちょう
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ど今ごろ、３月の定例会、１年前のときにも

こういう考え方の中で聞いた覚えがあるので

すが、ある一方で基金を取り崩して、後ほど

未執行な部分も含めたり、入札額の減で余っ

たというようなことも今後あるのかなと思っ

ているところであります。

私は、今のこの仕事をするために足りない

ということでの取り崩しは十分、理解できま

すが、少なからず３月も含めて出てきた場

合、基本的にどこにお戻しになるのかという

お話を、むしろ総務部長、副町長あたりにお

聞かせ願いたいと思っています。

そういう趣旨でお聞かせ願いたいのであり

ますが、よろしくお願いいたします。

○議長（小林 勲君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） まずは、今回の

補正の関係でございますが、先ほども申し上

げましたように、財政調整基金の積立金を減

額して財源に充当するということでございま

すので、今ある財政調整基金から取り崩すの

ではなくて、積み立てをする予算を取りやめ

て財源充当するということですので、御理解

をいただきたいと思います。

それから、年度末における執行残で今後ど

ういう形になるかという部分でございますけ

れども、これは精算してみないとどのぐらい

執行残が出てくるかわかりませんけれども、

そういった金額に応じて今後の財政運営を考

えた中で、例えば公共施設整備基金に積むと

か、福祉基金に積むとか、そういう考え方の

もとで整理していきたいというふうに考えて

おりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。

○議長（小林 勲君） ９番吉住さん。

○９番（吉住博幸君） 今、総務部長が最初

に御指摘いただいたことは、私がちょっとは

しょって言ったつもりですので、私の聞き方

が悪かったというのは、私自身気がついてい

るところであります。

ただ、私はあえてこんなことをお聞きして

いるのは、行政における補正予算というの

は、もちろん必要性があって、こういう形の

積み立てをという、厳密にはそういうことも

わかるのですが、基本的に積み立てようとし

ていた金を減額するということ、十分それを

含めて、本来は積み立てなければいけないも

のだと私は思っているのです。

そこであえて、今回、引っかけの部分であ

りますけれども、後々残ったから、例えば別

なところに積み立てたいというのが、１回

こっちから取り崩しているわけですから、基

本的には戻すような思いもあるのかなと、本

来、積み立てたいという額に対して今回しな

いということでしょう。減額するということ

でしょう。そういうこともろもろ合わせた上

で、今後、そういう余った金はどういう方面

に積み立てるべきだということを、いま一度

お聞かせ願えればと思っております。

○議長（小林 勲君） 総務部長。

○総務部長（浅野俊伸君） 財政調整基金の

取り崩しという考え方なのですけれども、当

然、積み立てがあった上で取り崩すという形

にはなりませんので、あくまでも今回の予算

上は財政調整基金に積み立てするものをやめ

て、そのやめた額をもって今回の財源充当に

充てますよということなので、だから取り崩

すという形ではないのです。そういうことで

御理解していただきたいと思います。

ただ、先ほどから言いましたように、執行

残につきましては、今後、本当に今後の財政

運営上も考えて大きな投資が必要な部分だと

か、それから今後、見込まれる事業だとか、

そういったものを考慮した中で、どういった

ところに積むかというのは今後、考えて積み

立てをしていくという考え方でございますの

で、よろしくお願いします。

○議長（小林 勲君） ９番吉住さん。

○９番（吉住博幸君） 私が３回も自分の恥

を、皆さん私がわかっていないなということ

で、御説明いただいて、逆に感謝していると

ころですが、私は頭の中では積み立ては金の

取り崩しではないよというのは、これも十分

わかっています。

でも、積み立てようとしたそのものを減額
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しているという観点で言えば、本来、積み立

てるべきお金が減ったということになると、

はしょって言うと、私の気持ちの中では取り

崩しているだろうと、こういう気持ちであり

ますので。私の気持ちです。

ただ、こういう形の中で本来積み立てるべ

きお金、当初ですよ、思っていたものが積み

立てられない中で、後々別なことで余ってき

たお金があった場合に、しかるべき措置はど

う考えているかという観点でありますけれど

も、これはいろいろな基金がございます。や

はり、これは名前からいって財政調整基金の

積み立てるべきお金だったと思っていますの

で、本来ならばそちらのほうに、これは後々

の話でありますが、お戻しになられたらいか

がですかねという問いかけでありました。

○議長（小林 勲君） 副町長。

○副町長（染谷 良君） 私どもも今、吉住

議員さんの御指摘も十分理解してお答えをし

ているわけでありますけれども、予定をして

いた基金が予定どおり積まれないのではない

かという御指摘だと思います。

当然、当初、予定していたことも踏まえな

がら執行残等出た場合、執行残に限らず新年

度、あるいは旧年度で適正に運営上、考えな

がら、それは対応してまいりたいと、このよ

うに考えておりますのでよろしくお願いいた

します。

○議長（小林 勲君） ほかに質疑ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小林 勲君） これで質疑を終わり

ます。

これから、議案第９号平成２２年度美幌町

一般会計補正予算（第８号）についてを採決

します。

この採決は、起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小林 勲君） 起立多数です。

したがって、本案は、原案のとおり可決さ

れました。

以上で、本臨時会に付議されました案件は

全部終了しました。

─────────────────────

◎閉会宣告

○議長（小林 勲君） 会議を閉じます。

これで、平成２３年第２回美幌町議会臨時

会を閉会します。

午後 ２時２４分 閉会
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美 幌 町 議 会 議 長

署 名 議 員

署 名 議 員


